
別紙第12号書式（昭40蔵令49・昭41蔵令17・平31財令13・一部改正）第号徴収職員証票税務署官氏名年月日生年月日交付税務署長備考1用紙の大きさは、日本産業規格B列8とし、紙質は厚紙白紙とする。2国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章については、上記書式中「徴収職員証票」とあるのは「国税収納官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」とする。3徴収職員証票の交付を受ける職員が、国税収納官吏又は歳入歳出外現金出納官吏であるときは、上記書式中「徴収職員証票」の下に「国税収納官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」と並記することにより、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章に代えることができる。4第1号書式備考5は、この書式について準用する。  


